
 上田市教育委員会１１月定例会会議録 

 

 

１ 日 時 

令和３年１１月１８日（木） 午後３時１０分から午後３時５５分まで 

 

２ 場 所 

上田駅前ビルパレオ５階  第１会議室 

 

３ 出席者 

○ 委  員 

 

教 育 長       峯 村 秀 則 

教育長職務代理者     北 沢  秀 雄  

委   員       綿 谷 憲 一 

委   員       森田 小百合 

委   員       大久保 恵子 

 

○  説 明 員  

 

小野沢教育次長、児玉教育参事、山賀教育総務課長、翠川教育施設整備室長、緑川学校教育

課長、竜野生涯学習・文化財課長、西嶋人権同和教育政策幹、櫻井スポーツ推進課長、小林

丸子地域教育事務所長、松木真田地域教育事務所長、樋口武石地域教育事務所長、武捨第二

学校給食センター所長、小泉中央公民館長、坂口丸子学校給食センター所長、柳原上田情報

ライブラリー館長 
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１ あいさつ   

  １１月に入り比較的暖かい日が続いている。今年は暮らしやすいと思っていたが、毎朝家の

周りに霜が降りることが多くなってきて、冬の訪れが近づいてきたと感じている。来週の月曜

日が雨でその後、急激に気温が下がると予報が出ている。教育委員会の皆さん、くれぐれも健

康に気をつけていただきたいと思う。今までずっとご心配をいただいてきたコロナウィルス感

染症だが、上田市は１０月１５日(金)から罹患者がゼロになっている。長野県も昨日の段階で

６日連続罹患者がなしとなっている。非常に安定している時期を迎えていると思う。第６波が

いろいろと話題に乗ってくるわけだが、第６波がないことを祈りたいと思う。先日、１１月９

日（火）の日だが、保健所長さんと地域振興局長さんが教育委員会へこられて、第６波につい

て慎重に対応してもらいたい旨をお話しにきていただいた。これまで各学校は保健所と連絡を

とり、ご指導をいただきながら学級閉鎖等をしてきたわけだが、その学級閉鎖等についてのＰ

ＣＲ検査についても第６波が急激に拡大するようであったら学校にぜひ協力をお願いしたいと

いうことをおっしゃっていた。感染拡大することは困るわけだが、再度第５波のような感染拡

大がしていった場合には、こちらも今までの取組事例を大事にしながら、厳しい気持ちで迎え

たいと思っている。委員の皆さまには、いろいろとご指導をいただきたいと思っている。 

 

２ 協議事項 

 (１)行政手続きにおける押印見直しに伴う関係例規（教育委員会分）の改正について 

（教育総務課） 

○資料１により山賀教育総務課長説明（要旨） 

 １ 改正理由 

こちらについては、市役所全体で取組んでいた行政手続きの簡素化に加えて、行政事務の

効率化及び合理化を図ることを目的として、必要のない押印を見直していくということで洗

い出しを行っていて、今回その結果がまとまってきたので教育委員会が関係する例規につい

て、押印の廃止という部分について改正を行いたい。こちらについて教育委員会にお諮りす

るものである。 

 ２ 押印廃止見直しの判断基準 

   資料に記載させていただいている四角い枠の中の①から④に沿い、真に押印が必要だと認

められる以外では、申請など市民から求めるものや内部手続きに伴うものは原則廃止である

という判断をしている。また、①から④に照らして残すものもあり、法令等にあらかじめ必

要だと規定があるものや契約や同意書など重要な行政手続きであるというものは残していこ

うという判断をしている。 

３ 改正内容 

（１）教育委員会規則 

教育委員会の関係例規について、まず教育委員会の規則として資料の裏面にかけて５本

の規則について今回、規則改正を行いたいというものである。それぞれ例規名は記載させ

ていただいており、いちばん右の列は改正する様式の名称である。記載されているそれぞ

れに名称があるが、ほとんどのものが申請者の名前を書いていただいてその右側に「印」

という表記になった様式だが、そこを削るという改正になる。規則については５本の規則

で数えるところ、２１の様式について押印の廃止となっている。 

（２）教育委員会訓令 

資料の裏面をお願いしたい。教育委員会の中にも訓令というものがあり、内容としては

記載のとおりの小中学校服務規程と文書規程があるが、この２つの訓令のうち３１の様式
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について今申し上げた規則と同様に押印部分の廃止、削るという改正を行いたいというも

のである。 

４ 施行期日 

この改正の施行期日は、市全体の期日と合わせて令和４年１月１日からと考えている。

また、市全体のことなので、広報等で市民の皆さんへの周知等は今後していくことと計

画をしている。 

  

峯村教育長 

  こちらの件について、事前に関係者が集まって教育委員会でどのようにするか議論をした。

その中で、教育次長からお話いただいた後で協議に入りたいと思う。 

 

小野沢教育次長 

  １点心配していたことは、資料の３（１）教育委員会規則のＮｏ．２博物館管理規則、寄贈

寄託の申出書の様式の関係と、補助執行で政策企画部が行っておりますが資料裏面のＮｏ．４

美術館管理規則、この２点の押印廃止について。例えば、博物館の寄贈寄託というのは各旧家

の保存されているような貴重な歴史的な資料や美術品等、そちらを博物館へ寄贈もしくは寄託

するということで、いわゆる民法でいうと寄贈寄託することで契約者にあたるのではないかと

いうことで、契約書の押印というのは例えば、寄贈寄託された方が亡くなってご遺族の方が相

続人となって、実は家に伝わっていたものを父が分らないまま寄贈してしまったから返してく

れ等、そういった後々の紛争の原因にもなるのできっちりとした契約書を作るか、もしくはこ

の申出書にやはり押印というものがないと、教育委員会が厳しい立場に立たされる可能性があ

るということで、担当者を呼んで確認したところ、今後はきっちりとした契約書を申出書とは

別に締結するということで、これはあくまでも契約の前段階の申出の文書として扱うという確

認が取れたので、こちらの規定どおり印の廃止ということで大丈夫だということを確認した。

そのようなことでお願いしたい。 

 

峯村教育長 

  お金に絡むことになったときに、印があるのとないのでは、後で大変なことになるかもしれ

ないという心配の種になる。この改正については、市長部局の方で原案を立てて説明会をして、

そちらに沿って教育委員会は検討したわけである。こちら自体を教育委員会が独自で決めたと

いう形ではないので、協議事項に載せさせていただいたのは、これでよろしいのかどうかとい

うご意見をお聞かせいただきたい。 

 

北沢委員 

  今、教育次長が発言された内容については、私も同様の経験がある。以前、勤務していた信

濃教育会に博物館があり、寄贈の際には文書の交わし方があること。そして、過去に寄付され

た物品の廃棄についてはかなり慎重に扱った。やはり、次長のご発言どおりに行っていただけ

ればよろしいかと思う。 

２つ目は押印見直しマニュアルについて、内閣府から出たものに基づいてお考えになられたと思

うが、例えば、資料裏面の（１）の５番の通学費補助金交付金規則で、この文書についての印

は廃止という結論だが、近隣の市町村でも上田市と同じ結論が出ているのかどうか。 
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山賀教育総務課長 

他の市町村がこちらについてどのような判断をしたのかということは確認していない。ただ、

全国的に自治体での取組というものが促されているので、こちらに照らして判断すると概ね同

じようになるのではないかと考えている。また、機会があれば周辺の自治体には状況をお聞き

したいと考えている。 

 

小野沢教育次長 

  国が行うからということで、一律で行うということでいろいろと問題が起きたり、他市との

均衡の観点から問題があるのではないかという話だったが、確かに、今回の押印見直しという

のはこちらだけ捉えると、こちらが目標で終わりましたというように見えるが、実は１つの目

的ではなくて手段であって、国でも押印が廃止されたのはコロナ禍の中でさまざまな在宅ワー

クなどを行う中で日本の紙文化というものはいかにこういった押印という形で紙の中で行われ

ているのかと、こちらをデジタルトランスフォーメーションのような言葉があるが、電子的な

手続きに置き換えて市民サービスの向上を行っていこうという目的により、今回は例えば、補

助金の申請も場合によっては今後電子的な申請のようなものにつなげていくということがある。

そういった中で、裁判は相変わらず紙ベースの世界で進んでいるので、判子あるなしで証明す

る義務がどちらに行くかが議論になる。そのほか、この紙文書については我々行政がどのよう

に事実認定してどのように決定するのかというプロセスになるので、こちらについては内部的

に検討した結果、押印がなくてもその方の本人の意思が確認でき、その後の手続きの法制性が

確保できるということで今回あげさせていただいている。他市との均衡という点では問題があ

るかもしれないが、内部の業務的に例えば、不均衡が生じることや問題が起きるということは

あまり考えられない書類について押印廃止したということなので、マニュアルに沿って単純に

なくてよいと進んだ話ではなくて、１年間プロジェクトチームが募った中で議論を重ねてリス

トアップしたものである。そのあたりはご安心していただいてよろしいのかというように考え

ている。 

 

綿谷委員 

  押印廃止の後、いろいろな書類などはほとんどパソコンで手続きができるのか、あとはメー

ルのやりとりなどでできるのか。そのようになっていることでよろしいか。 

 

小野沢教育次長 

  そのあたりが今後の１つの大きな課題になってくる。実はこの１０月からさまざまな電子取

引き関係を、例えば、民間の帳簿を電子化の改正や電子認証制度を、新たな国の法律で導入さ

れたので、今後はそのような本人認証、電子手続き、書類の保存等のあり方、そのあたりを行

政内部できちんとシステムを作ったり、仕組みを作ったり、そのほか書類の管理を内部で決め

て、一つひとつ構築していく。しかしながら、非常に行政の内部の手続きは多岐にわたってお

り、それぞれの部局でさまざまな別々のシステムで運用されているというような事情があるの

で、すべてを綿谷委員がおっしゃったように全部電子手続きにもっていくとなるとかなりの時

間はかかると思っている。できるだけ可能なところから、できるだけ窓口にこなくてもパソコ

ンもしくはスマートフォンでさまざまな手続きができるようにこれから検討していきたいと考

えている。 

 

綿谷委員 
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  押印の廃止についてはよいと思う。今後、いろいろな書類等はパソコンから取れる等になっ

て、あとはメールのやり取り等で申請ができるようになることことでよろしいか。 

 

小野沢教育次長 

  そのあたりが今後の１つの大きな課題になってくると思う。実は、この１０月からさまざま

な電子取引関係の、例えば、民間の帳簿電子化の改正や、電子認証の新たな制度を国の法律で

導入されて今後はそうした本人認証、書類の閲覧のあり方等、そのあたりを行政内部でシステ

ムを作ったり、仕組みを作ったり、管理の手順等を内部で決めて一つひとつ構築していくとい

うことだと思う。しかしながら非常に行政の内部手続きというものは多岐にわたっており、そ

れぞれの部局でさまざまに運用されているという事情がある。すべてを電子手続きにもってい

くとなるとかなりの時間がかかると思う。できるだけ可能なところから、できるだけ窓口にこ

なくても自宅のパソコンやスマートフォンでさまざまな手続きができるよう、これから検討を

していきたいと考えている。 

 

綿谷委員 

  押印を見直した中で、行政はどれだけの合理化ができるのか。 

 

小野沢教育次長 

すべてが合理化、さまざまな効果は期待できると思う。例えば、上田市はゼロカーボンシテ

ィを２０５０年までにということで進めてるが、ペーパーレス化が増すことにより同じように

進む。議会でも議員さんはすべてペーパーレスであり、タブレットでいろいろな資料を閲覧し

ている。我々も今月から支給されて、１２月、３月と試行的に行って６月から本格導入という

ことになっている。それ以外の行政手続きの合理化になると、そのためのシステム構築は、実

は楽になる前の必要なプロセスとなるのだが、非常に多くの職員が夜も寝ないで１年間苦労し

て行っている。私も人事給与システムの電算化というものを行ったことがあるが、１年間ほぼ

毎日２２時以降まで残業を繰り返しながら行っていた。そのあたりを含めると一時的に職員の

負担は多くなるが、その後は内部でもかなり書類の保存スペースがなくなることや、上司がそ

の場にいなくても、書類のデータを送っておけば確認し決裁してくれるなど、いろいろとある

と思う。それがどれだけ合理化されるかというと数字で出すことは現時点では難しいと思う。

ただ、市民の方のサービスという点でいくと、ご自宅にいながらいろいろな申請ができるとい

う意味では、現時点ではスポーツの予約システムなどは教育委員会が率先して導入しており、

一部の方からは非常に使いやすくなったというご意見をいただいている。そのあたりはできる

だけ早めにいろいろな手続きができるよう拡大していきたいと考えている。 

 

峯村教育長 

  綿谷委員よろしいか。 

 

綿谷委員 

  了承。 

 

森田委員 

  効率化していくという押印の見直しは方向性としてはよいと思う。いわゆる押印の良さとい

うものは、チェック機能というところである。電子データを送信したときに何がチェックされ
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ているのか、どこまでの部署まで共有されているのか、というチェック機能も、今後並行して

進めていく必要があると思うので、ぜひ慎重に進めていただきたい。 

 

峯村教育長 

  ご要望ということでよろしいか。 

 

森田委員 

  電子で送りました、報告したということで、実際には送れていなかった、確認されていなか

った等、責任の所在やトラブル等の問題が多々発生する恐れもあると思うので。 

 

峯村教育長 

  十分に考えられる。そのようなことも配慮して教育委員会は進めるように。 

ほかにはよろしいか。 

 

○全員了承 

 

３ 報告事項 

 （１）第五中学校改築事業の進捗状況について（教育施設整備室） 

○資料２により翠川教育施設整備室長説明（要旨） 

  資料２をお願いしたい。これまでの経過ということで申し上げたいと思う。昨年度、３回の

改築推進委員会を開催して整備計画をまとめた。校舎の概略配置計画について、４案の中から

Ｂ案として今回お示ししているこの配置案を選定した経過がある。概略の配置案については、

本年５月２０日の教育委員会定例会において五中整備計画の説明の中で取決めをさせていただ

いたところである。本年度に入り、配置案をもとに各教室の具体的配置計画、仮設校舎などの

措置等を学校側と何度も協議を進めてきた。一方で、市の予算措置については、当初予算で基

本自主設計の委託料として、本年度３，３２０万、令和４年度の９，８８０万という予算が措

置されている。委託業者を市内設計事務所ＪＶで、一級建築士を５人以上、条件付き一般競争

入札として８月２０日に開札し、３JＶが入札をし、ヒサタカ設計、タケハラ１級建築事務所、

設計共同事業企業体が落札をしている。委託の契約金額が７，７００万円となっている。施工

期間は８月２５日から４年度末までである。業務内容は、全体の基本設計と校舎棟の自主設計

の内容である。お配りした資料の図面をご覧いただきたい。２０２１年１０月２８日時点で学

校側との協議は１０月２２日、また改築推進委員会においては１０月２８日に第５回を開催し

た。 

資料１枚目のＡ４サイズの図面は、配置計画外構の概略計画である。左側からプール、西棟、

屋体棟、校舎棟があるが新たな校舎棟等の配置計画である。その中で西棟については、既存の

建物を共住の建物改修にする。左下は新設のテニスコート３面、車両の出入り口は３カ所、生

徒の出入り口は中央、校舎分離部で計画を立てている。 

次に、資料２枚目、校舎棟の平面計画になるが、下から１階、２階、３階教室等の配置計画

である。左側からプール、既存の建物を改修した西棟、新設の体育館棟、新設の校舎棟である。

主な特徴として、普通教室、特別教室、図書室等を新校舎棟にコンパクトにまとめたこと、体

育館棟については避難所や学校開放に使い勝手の良い１階にアリーナとしていること、中体連

の大会に対応できるよう、バスケットコートを２面整備したこと、西棟は既存を利用しながら

１階を部室機能、２階を卓球場としても使える多目的ホールとしていること、限られた現地改
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築のスペースという中で各階に学年ごとの普通教室の配置、中庭をとって細工を図ることで１

階の特別支援教室を配置できたこと等、途中経過において学校側からはさまざまな要望意見が

あったがようやくこれで公約が得られたことである。改築推進委員会においては、地域の代表

の方々、議長をはじめとした地元選出委員の方にも大変な評価をいただいた。今後、これを基

本に設計委託の中でまた具体的な基本設計を進めていく。今年度は主に外構までを含めた建物

全体の基本設計、来年度に校舎棟の自主設計を進めていく。 

３枚目の図面をご覧いただきたい。こちらも改築推進委員会でも合意をいただいたスケジュ

ールと工事の順番である。令和５年度、６年度に校舎棟の建設を目指していて、そのために来

年度の仮設校舎の建設をしたいと考えており、来年度の予算編成等がはじまっている。建築単

価の高騰が予想される中で、全庁においても財政サイドから強く言われており、大変厳しい中

にある状況である。地域や学校側からは最低限このスケジュールどおりというような要望を受

けているところで、事業の進捗状況報告ということでご理解いただきたい。 

 

 

峯村教育長 

  五中の田畑校長からも市教委がよく要望を聞いていただきありがたい、という感想をいただ

いている。 

  進捗状況について、ご意見、ご質問等があればお出しいただきたい。 

 

大久保委員 

  入学してからずっと工事中という生徒さんもいらっしゃると思う。保護者の方々の説明や、

学習環境への配慮ということはあるのか。 

 

翠川教育整備室長 

  地域の中で保護者も対象にしたアンケート等をとった経過はある。保護者への説明というこ

とについては、もう少し基本設計が進んだ段階で来年度の当初ぐらいのところで説明してまい

りたいと考えている。今、委員さんがおっしゃられたように、工事時間が非常に長いのでその

ときの在校生にとってあまり支障がないように工事の仕方や代替の施設校舎等そういったとこ

ろに十分に配慮して協議をしてきたというような経過はある。説明については丁寧に進めてい

きたいと考えている。 

 

大久保委員 

  在学中にずっと工事中となると損をした気分になる親御さんや生徒さん、３年間でも高校受

験などを控えている方もいるので、神経質になられる方もいらっしゃると思う。そういった方

への配慮、丁寧な説明をお願いしたい。 

 

峯村教育長 

  教育委員会で非常に重く受け止めている。改築された後入れない子どもたち。不自由な環境

の中でずっと勉強をしてそのまま卒業してしまう子どもたちがいるわけで大変申し訳ないとい

う気持ちである。そのあたりも施設整備室の中でいろいろなことを考えて、保護者の皆さんに

説明をしてご理解をいただきたいと思う。例えば、入学式、卒業式はどのようにするのか、式

関係は非常に重要になる。いちばんは、敷地が狭いところへ建て替えるというそのことで工事

が長くなってしまう。丁寧な説明をしていきたいと思う。 
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翠川教育整備室長 

  ３枚目のスケジュールの中でこちらは校庭棟を何度も協議した経過があり、どのように工夫

したかというと、令和５年と６年にいちばん大きな校舎等を建設するが、その建設をできるだ

け前倒しをし、令和６年の年度末に迷惑ばかり被った生徒たちに一回新しい校舎へ入っていた

だこう、ということを加味してこちらのスケジュールを学校側と協議しながら温めてきた。で

きるだけ配慮はしたつもりである。 

 

峯村教育長 

  ほかにはいかがか。 

  よろしいか。 

   

○全員了承 

 

（２）文化財保存活用地域計画の策定について（生涯学習・文化財課） 

○資料３により竜野生涯学習・文化財課長説明（要旨） 

１ 作成の背景 

文化財保存活用地域計画は、文化庁で進めているものであり、地域に存在する指定・未

指定の文化財を幅広く把握し、総合的に保存・活用するための構想である。地方公共団体

が文化財保護行政を進めるための基本的な計画となるものである。 

２ 歴史文化基本構想との違い 

上田市においては、日本遺産の地域型を申請するにあたりその条件であった「上田市歴

史文化基本構想」を平成３０年に策定した。これがいわゆるマスタープランということで

続けたものである。これを行動に移していくアクションプランというものが必要になる。

これが今回の「上田市文化財保存活用地域計画」である。今まで文化財においては、マス

タープランあるいはアクションプランというものはなかった。文化庁についてもこういっ

たものを体系的に進めていく必要がある。文化財は保存だけではなくて、活用していく地

域資源であることから推進を進めているところである。 

 ３ 作成のメリット 

    いちばんは、地域の皆さんに地域の文化財がどういったものがあるか、それらを地域の

宝として、まちづくりに活用していく。そういった醸成がいちばん図られるということが

最大のメリットと考えている。国の補助金が今後用意される可能性があるが、そういった

ときにこういったものが策定されているとよりよいといったことがある。 

４ 全国の認定状況（令和３年１１月現在） 

全国ではまだ４７市町しか策定していない、県内では松本市のみということで上田市が

２番目ということになる。 

 ５ 作成までのスケジュール 

    今後の予定であるが、現在、住民自治組織への意見聴取をさせていただいている。１２

月下旬にはパブリックコメントを行い、早ければ来年度の申請、認定を目指していきたい

というように考えている。 

なお、皆さまのお手元に歴史文化基本構想の概要版を差し上げてある。これがベースと

なってアクションプランをこれから作っていくという位置づけなのでご覧いただきたい。 

 

峯村教育長 

  ただ今の報告でご質問ご意見のある方はお願いしたい。 
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北沢委員 

  「基本構想」と「地域計画」という言葉の定義が不明確で、作成の背景を見るとアクション

プランとして役割を加えたと記載されているが、２番１行目では、歴史文化構想との違いでは、

歴史文化基本構想をベースとし、と記されている。文章の意味が逆のように感じる。歴史文化

基本構想をベースとし、がいちばんのもとになるはずだ。しかし、基本構想は加えると記され

ている。ベースなのか後で加えるものかというのは意味が違ってくると思う。加えるというこ

とはもとがあるからだと思う。 

 

竜野生涯学習・文化財課長 

  端的に申し上げて、歴史文化基本構想の概要版があるが、これで各地域の文化財を体系化し

てベースになる。この後の保存活用というものがどのようにしていけばよいかが分からない。

そこで、進め方を示すということが文化財保存活用地域計画という位置づけになる。 

 

北沢委員 

  例えば、概要版のカラー部分を見ると、概要であるので基本構想はこれで良いが、ただし基

本構想と文化財活用地域計画の違いが分かりにくい。そのほかに、ネーミングの問題だが「上

田市歴史文化基本構想」でよいのか。「上田市歴史文化に係る基本構想」あるいは「関する」

等を付けなくてよいのか、これも気になる点である。なぜかというと、概要版の１ページの下

の枠の中央に「第二次上田市文化芸術振興に関する基本構想」とあり、こちらには「関する」

と入っている。 

 

竜野生涯学習・文化財課長 

  文化庁の要望であり、文化庁の認定を目指していくので文化庁の要望を使わせていただいて

いる。そこに足りない部分があるかもしれないが、専門用語、固有名詞ということでご理解い

ただきたい。 

 

北沢委員 

  文化庁が使っているから上田市も使うということは日本語としてどうなのか。 

 

峯村教育長 

  これから作成についてというものを書く上で周知してもらい、そのときに言葉についての注

釈を入れたり、日本語的に説明不十分なところは補ったりしてもらいたい。 

 

竜野生涯学習・文化財課長 

  了承。 

 

峯村教育長 

  ほかにはいかがか。 

 

森田委員 

  文化財の保存活用はかなりイメージがつくが、もし現時点でどのような活用プランが想定さ

れるのか、あれば教えていただきたい。 
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竜野生涯学習・文化財課長 

  これから進めていくというよりも既にはじまっている取組というもの、例えば、上田城を観

光資源として使ってる。上田市の場合には、例えば「信州の鎌倉」というネーミングで塩田に

点在している鎌倉文化を観光にして売り出している。それも４０、５０年前にすでにはじまっ

ているわけだが、もっと足元にある文化財を認識すると、うちの村にも、うちの町にもすばら

しい財産があったということで、これを使って人を呼び込むことをしようというようなことを

これから展開されようとしている。つい最近では、真田地区で古墳から土器が出てきて、それ

が魚型で笛のようだということから、子どもたちと一緒に復元してみようという取組をしてい

る。例えば、そのような取組をすることによって、こんなにすばらしい古墳がある、かつてそ

んな文化があったんだということを子どもたちは認識し、その地域に対して愛着をもち好きに

なってもらう。そういったことを全市的にそれぞれのまちにあるということを皆さんと共有で

きればと思う。 

 

森田委員 

  今のお話を聞いてワクワクした。どちらかというと保存活用で観光的に走りがちになると思

うが、今おっしゃっていただいたように、子どもたちや地域の方たちと今までにないようなワ

クワクするストーリーをぜひ進めていただきたい。 

 

峯村教育長 

  ほかにはよろしいか。 

   

○全員了承 

 

（３）スポーツ関係市長表敬訪問者報告について【説明なし】 

○資料４ 

 

（４）「第４９回ふれあい・人権の集い２０２１」【説明なし】 

○資料５ 

 

（５）寄付の状況（学校教育課）【説明なし】 

○資料６ 

 

（６）行事共催等申請状況について（学校教育課 生涯学習・文化財課 スポーツ推進課） 

【説明なし】 

○資料７ 

 

（７）公民館だより（各公民館）【説明なし】 

○資料８ 

 

峯村教育長 

  それでは、報告事項（３）から（７）までは説明はない。ご意見ご質問があればお出しいた

だきたい。 
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大久保委員 

  公民館だよりにスマホアプリ講座「Ｔｉｃｋｅｔ ＱＲ」のことはタイムリーで良いと思う。 

 

小泉中央公民館長 

  商工課で進めている事業であり、公民館とコラボということで学習と市の施策を兼ねて他局

と連携で講座等を行っている事業である。 

 

峯村教育長 

  ほかにはよろしいか。 

 

○全員了承 

 

 ４ その他 

 

峯村教育長 

  それでは、以上をもって１１月の定例会を終わりにする。 

 

○全員了承 

 

閉  会 
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